
















上下水道使用料として一括で甲府市上下水道局からの請求となります。 

ただし、井戸水をご使用または上水道・井戸水併用のお宅については、下水道使用料は昭和町からの 

請求となります。 

下水道の使用料について 
■下水道使用料の決め方 

汚水量の認定は、  (従前のとおり） 

☆甲府市上下水道局(水道局）の上水道使用量による。 

☆井戸水等のみをご利用の世帯は、１ヶ月につき世帯構成員１人あたり８㎥の汚水量とする。(以下「基準認定水量」という） 

☆上水道と井戸水併用の場合は、上下水道局の上水道使用量に1か月につき世帯構成員１人あたり ４㎥の水量を 

加えた量を汚水量とする。ただし、使用水量が基準認定水量以下の場合は、基準認定水量とする。 

■使用料金のお支払い 

原則として２ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 

 

■下水道使用料金表＜２ヶ月分＞ 

       

汚水の種類 汚 水 量 料 金 

一 般 用 

開栓中０㎥から  ２０㎥まで ２，０００ 円 

２１㎥から  ６０㎥まで １㎥につき１２０ 円 

６１㎥から１００㎥まで １㎥につき１５０ 円 

１０１㎥以上 １㎥につき１８０ 円 

公衆浴場   １㎥につき ７０ 円 

臨 時 用   １㎥につき１６０ 円 

※使用料は、上記により算定された金額に消費税１０％を加算した額となります。 

※消費税加算７，５５０円×１．１０＝８，３０５円 
が下水道使用料となります。 



（公証人役場での有料証明が必要となります）






